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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第108期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第107期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　６月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

営業収益 (千円) 10,389,67140,295,647

経常利益 (千円) 335,7681,687,337

四半期(当期)純利益 (千円) 175,5301,330,875

純資産額 (千円) 12,909,49412,814,214

総資産額 (千円) 38,990,67737,532,458

１株当たり純資産額 (円) 442.37 439.25

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 6.07 46.07

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 6.06 45.94

自己資本比率 (％) 32.8 33.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 383,0252,389,039

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △579,457△2,102,845

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 834,365△115,882

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 3,096,8222,448,765

従業員数 (人) 684 665

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等推移については記載しておりま

せん。

２　営業収益には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

(1) 親会社

当第１四半期連結会計期間において、親会社の異動はありません。

　

(2) 連結子会社

当第１四半期連結会計期間において、連結子会社の異動はありません。

　

(3) 持分法適用関連会社

当第１四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに持分法適用関連会社となりました。

名称 住所 資本金
主要な事業
の内容

議決権の所有
割合(％)

関係内容

TANDEM HOLDING (HK) LTD.
中華人民共和国
香港特別行政区

2,700
(千US$)

国際複合一貫輸
送貨物取扱業

34.0

当社は、同社を通じ、香港、上
海の営業基盤の強化を図っ
ております。
役員の兼任　１名
(内当社従業員　１名)

　

(4) その他の関係会社

該当事項はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年６月30日現在

従業員数(人)
684
(78)

(注) １　従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向

者を含む就業人員であります。

２　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当第１四半期連結会計期間の平均雇用人員であります。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(人)
555
(78)

(注) １　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。

２　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当第１四半期会計期間の平均雇用人員であります。　
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社グループ（当社及び連結子会社）は主に、総合物流事業を営んでいるため、生産実績は記載してお

りません。

　

(2) 受注実績

当社グループ（当社及び連結子会社）の業務形態は物流事業、海運事業、不動産事業と多岐にわたって

おり、受注が各事業にまたがる特質を有し、且つ、流動的であるため、受注状況を画一的に表示することは

困難であります。

よって、受注実績は記載しておりません。

　

(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメント毎に示すと、次のとおりであ

ります。
　

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円)

物流事業 7,371,050

海運事業 2,889,072

不動産事業 129,548

合計 10,389,671

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

　

相手先

当第１四半期連結会計期間

金額(千円) 割合(％)

太平洋セメント㈱ 2,744,665 26.4

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。

　

(1) 経営成績の分析

当第１四半期のわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界経済の減速懸念が高

まるなか、原油・原材料価格の高騰が続くなど、先行きに対する不透明感が強まっておりました。

物流業界におきましては、アジアをはじめロシアや中東向けの荷動きは、堅調に推移しましたが、国内

貨物は、改正建築基準法の影響により、建築資材の荷動きの回復が遅れるとともに、原燃料油高騰の影響

を受け、燃料費が高止まり、厳しい経営環境が続きました。

このような環境の下、当社グループは、国内物流事業の強化・拡大、国際物流事業の拡大、環境事業の拡

大、グループ経営の強化、経営戦略を実現させる人事政策、ＣＳＲ取組の強化を重点施策として掲げた

「10中期経営計画」の達成に向けた取組みをスタートさせました。

この結果、当四半期の営業収益は103億8千9百万円、営業利益は3億3千8百万円、経常利益は3億3千5百万

円、四半期純利益は1億7千5百万円となりました。

　

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

　

①　物流事業

物流事業におきましては、国際貨物は中国・東南アジアからの海上コンテナの取扱量が増加し、ロシ

ア・ＣＩＳ地域向けのスチールパイプ・建設機械の取扱いも順調に推移しました。

しかしながら、国内貨物は改正建築基準法の影響が払拭されず、セメント並びにセメント関連製品の

輸送量が低迷しました。

これらの結果、物流事業全体の営業収益は73億7千1百万円となりましたが、営業利益は4億7千1百万

円となりました。

②　海運事業

海運事業におきましては、内航セメント船の定期用船収入は増加したものの、外航貨物船による砂・

砂利や産業廃棄物の輸送量が減少し、燃料高騰により輸送コストも増加しました。

これらの結果、海運事業全体の営業収益は28億8千9百万円となりましたが、営業利益は9千6百万円と

なりました。

③　不動産事業

不動産事業におきましては、賃貸収入は前期並みに推移しましたが、修繕費等の減少があったため、

営業収益は1億2千9百万円と前年同期と同額となり、営業利益は9千4百万円となりました。

　

上記事業の種類別セグメントの営業利益はセグメント間取引消去前の金額で記載しております。なお、

上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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(2) 財政状態の分析

資産合計は、前連結会計年度末に比べ14億5千8百万円増加の389億9千万円（3.9％増）となりました。

主な要因は、短期借入金の増加等により現金及び預金が6億4千8百万円増加したほか、受取手形及び営業

未収入金が2億7百万円、札幌の倉庫建設等により土地が2億6百万円、建設仮勘定が2億7千6百万円、時価上

昇に伴う評価差額で投資有価証券が1億7千8百万円増加したこと等によります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ13億6千2百万円増加の260億8千1百万円（5.5％増）となりまし

た。主な要因は、営業未払金が1億1千9百万円、短期借入金が8億8千6百万円、賞与引当金が1億8千4百万円、

未払金の増加等に伴い、流動負債のその他が3億2千5百万円、長期借入金が1億2千1百万円、繰延税金負債

の増加等に伴い、固定負債のその他が1億4千4百万円増加したものの、未払法人税等が2億3千3百万円、退

職給付引当金が1億8百万円、役員退職慰労引当金が9千1百万円減少したこと等によります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ9千5百万円増加の129億9百万円（0.7％増）となりました。主

な要因は、配当金の支払い1億7千3百万円、四半期純利益の増加1億7千5百万円により利益剰余金が2百万

円増加し、その他有価証券評価差額金が1億2千5百万円増加したものの、為替換算調整勘定が3千7百万円

減少したこと等によります。

以上により、自己資本比率は32.8％と前連結会計年度末に比べて1.0ポイントの減少となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間における連結キャッシュ・フローは、6億4千8百万円増加し、現金及び現金

同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は30億9千6百万円となりました。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純

利益3億7百万円、減価償却費2億6千9百万円の計上及び売上債権2億7百万円の増加等により、3億8千3百

万円の増加となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得に

よる支出5億3千8百万円及び貸付けによる支出5千8百万円等により、5億7千9百万円の減少となりまし

た。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金11億円及び

長期借入金5億円を調達した一方、長期借入金3億2千2百万円及び短期借入金2億7千万円の返済に加え、

配当金の支払額1億7千3百万円の支払等により、8億3千4百万円の増加となりました。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）の事業上及び財務上の対

処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 96,000,000

計 96,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 28,910,00028,910,000
東京証券取引所
（市場第一部）

─

計 28,910,00028,910,000― ―

(注)　提出日現在の発行数には、平成20年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。

　

EDINET提出書類

東海運株式会社(E04329)

四半期報告書

 8/29



(2) 【新株予約権等の状況】

　

当社は、平成13年改正旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、新株予約権を発行し

ております。

株主総会の特別決議日（平成16年６月30日）

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数（個） 116　（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 116,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり150　（注）２　

新株予約権の行使期間
　平成18年７月１日～
平成23年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　150
資本組入額　 75

新株予約権の行使の条件

　新株予約権の行使は、当社普通株式にかかる株券が日
本国内の証券取引所に上場されるまで、行使することが
できないこととする。
　新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時におい
て、当社または当社の子会社の取締役、監査役または従
業員の何れかの地位を保有している者とする。ただし、
当社または当社の子会社の従業員の定年、または会社都
合による退職など正当な理由がある場合、および退任す
る当社または当社の子会社の取締役、または監査役に正
当な理由がある場合には、この限りではないものとす
る。
　新株予約権者が新株予約権の行使期間中に死亡した場
合、相続人が新株予約権者の死亡の日より６ヶ月以内
（権利行使期間中に限る）に限り、その権利を行使でき
るものとする。
　その他の条件については、新株予約権発行の取締役会
決議に基づき、割当対象者との間で締結する「新株予約
権割当契約書」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
　新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要す
るものとする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

２　新株予約権発行後、当社が株式分割、株式合併を行う場合は、分割または合併の比率に応じ次の算式により調

整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

　

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分（新株予約権の行使による場合を除く）が

行われる場合、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものと

する。

調整後行使価額＝調整前行使価額×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込額

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年６月30日 ─ 28,910 ─ 2,294,010 ─ 1,504,890

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ― ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ─

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式 　　　10,300

― ─

完全議決権株式(その他) 普通株式 　28,898,600 288,986 ─

単元未満株式 普通株式      　1,100― ─

発行済株式総数 28,910,000― ―

総株主の議決権 ― 288,986 ―

(注)　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。また、「議決

権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数20個が含まれております。

「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式86株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成20年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
東　海運株式会社

東京都中央区日本橋浜町
三丁目３番２号

10,300 ─ 10,300 0.04

計 ― 10,300 ─ 10,300 0.04

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月

最高(円) 321 335 339

最低(円) 300 309 310

(注)　株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 新任役員

該当事項はありません。

　

(2) 退任役員

該当事項はありません。

　

(3) 役職の異動

該当事項はありません。

　

(注)　当社では執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの

執行役員の異動は、次のとおりであります。

　

(1) 新任執行役員

該当事項はありません。

　

(2) 退任執行役員

該当事項はありません。

　

(3) 役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

執行役員
中部事業部長

執行役員
フェリー事業部長

築　山　　啓　一 平成20年８月１日

執行役員
東京陸運事業部長

執行役員
中部事業部長

増　井　　公　文 平成20年８月１日

　

EDINET提出書類

東海運株式会社(E04329)

四半期報告書

12/29



第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期

レビューを受けております。

　なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査法

人から名称変更しております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年6月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年3月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,326,822 2,678,765

受取手形及び営業未収入金 6,427,584 6,219,791

その他 1,625,542 1,523,432

貸倒引当金 △11,034 △10,919

流動資産合計 11,368,915 10,411,069

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,121,419 7,229,663

機械装置及び運搬具（純額） 187,452 194,981

船舶（純額） 3,008,255 3,092,541

土地 11,312,220 11,105,932

建設仮勘定 276,210 0

その他（純額） 73,044 53,484

有形固定資産合計 ※１
 21,978,603

※１
 21,676,603

無形固定資産

のれん 140 179

その他 1,398,155 1,404,068

無形固定資産合計 1,398,296 1,404,248

投資その他の資産

投資有価証券 3,665,921 3,487,389

その他 635,457 609,772

貸倒引当金 △56,516 △56,624

投資その他の資産合計 4,244,861 4,040,537

固定資産合計 27,621,762 27,121,389

資産合計 38,990,677 37,532,458
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年6月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年3月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金 4,815,120 4,695,344

短期借入金 7,711,310 6,824,610

1年内償還予定の社債 600,000 600,000

未払法人税等 185,916 419,269

賞与引当金 491,327 306,831

その他 2,015,267 1,689,730

流動負債合計 15,818,941 14,535,785

固定負債

社債 150,000 150,000

長期借入金 5,182,595 5,061,322

退職給付引当金 1,933,667 2,042,555

役員退職慰労引当金 24,786 116,672

特別修繕引当金 134,037 118,015

負ののれん 3,016 4,022

その他 2,834,137 2,689,871

固定負債合計 10,262,241 10,182,459

負債合計 26,081,182 24,718,244

純資産の部

株主資本

資本金 2,294,010 2,294,010

資本剰余金 1,505,053 1,505,053

利益剰余金 8,285,609 8,283,476

自己株式 △4,172 △4,163

株主資本合計 12,080,500 12,078,376

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 732,522 607,230

為替換算調整勘定 △28,811 8,501

評価・換算差額等合計 703,710 615,732

少数株主持分 125,283 120,105

純資産合計 12,909,494 12,814,214

負債純資産合計 38,990,677 37,532,458
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)

営業収益 10,389,671

営業費用 9,430,002

営業総利益 959,669

販売費及び一般管理費

従業員給料 217,688

賞与引当金繰入額 60,758

退職給付費用 18,036

役員退職慰労引当金繰入額 8,566

福利厚生費 52,141

減価償却費 12,116

貸倒引当金繰入額 119

その他 251,698

販売費及び一般管理費合計 621,125

営業利益 338,544

営業外収益

受取利息 1,011

受取配当金 27,457

負ののれん償却額 1,005

持分法による投資利益 6,795

為替差益 14,861

その他 13,430

営業外収益合計 64,561

営業外費用

支払利息 59,117

その他 8,220

営業外費用合計 67,337

経常利益 335,768

特別利益

固定資産売却益 710

特別利益合計 710

特別損失

固定資産処分損 622

その他 ※１
 28,510

特別損失合計 29,133

税金等調整前四半期純利益 307,346

法人税等 126,570

少数株主利益 5,245

四半期純利益 175,530
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 307,346

減価償却費 269,992

退職給付引当金の増減額（△は減少） △108,887

その他の引当金の増減額（△は減少） 108,639

受取利息及び受取配当金 △28,468

支払利息 59,117

為替差損益（△は益） △9,288

持分法による投資損益（△は益） △6,795

固定資産売却損益（△は益） △88

売上債権の増減額（△は増加） △207,792

仕入債務の増減額（△は減少） 119,776

その他 297,246

小計 800,796

利息及び配当金の受取額 35,658

利息の支払額 △52,258

法人税等の支払額 △401,171

営業活動によるキャッシュ・フロー 383,025

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △20,000

定期預金の払戻による収入 20,000

有形固定資産の取得による支出 △538,954

有形固定資産の売却による収入 857

無形固定資産の取得による支出 △5,103

投資有価証券の取得による支出 △2,415

貸付けによる支出 △58,987

貸付金の回収による収入 20,791

その他 4,354

投資活動によるキャッシュ・フロー △579,457

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △270,000

短期借入れによる収入 1,100,000

長期借入金の返済による支出 △322,027

長期借入れによる収入 500,000

自己株式の取得による支出 △8

配当金の支払額 △173,397

その他 △200

財務活動によるキャッシュ・フロー 834,365

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 648,057

現金及び現金同等物の期首残高 2,448,765

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,096,822
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　持分法の適用範囲の変更

(1)　非連結子会社

該当事項はありません。

(2)　関連会社

当第１四半期連結会計期間から、重要性が増したTANDEM HOLDING (HK) LTD.を持分法の適用の範囲に

含めております。

２　会計方針の変更

(1)　棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９

号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）に変更しております。なお、これにより、営業総利益、営業利益、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

(2)　リース取引に関する会計基準等の適用

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改正平成19年３月

30日　企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　

平成６年１月18日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会

計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として

計上しております。

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する方法

によっております。

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

この結果、従来の方法によった場合と比べて、リース資産が有形固定資産に22,943千円計上されてお

ります。なお、これにより、営業総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響

はありません。
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【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年

度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方

法によっております。

 

　　　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

税金費用の計算

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を

含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前

四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算して

おります。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示し

ております。

 

　

【追加情報】

　

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

有形固定資産の耐用年数の変更

当社の機械装置については、従来、耐用年数を７～

17年としておりましたが、当第１四半期連結会計期間

より10～17年に変更しました。

この変更は、法人税法の改正を契機とし見直しを行

い、当第１四半期連結会計期間より、有形固定資産の

うち機械装置について耐用年数を変更したものであ

ります。なお、これにより、営業総利益、営業利益、経常

利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

軽微であります。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

１ ※１　有形固定資産の減価償却累計額は、21,051,244

千円であります。
１ ※１　有形固定資産の減価償却累計額は、20,806,670

千円であります。

２ 保証債務

連結会社以外の会社の金融機関からの借入金に対

して、次のとおり保証を行っております。

㈱ワールド流通センター 969,400千円

計
 

969,400千円
 

２ 保証債務

連結会社以外の会社の金融機関からの借入金に対

して、次のとおり保証を行っております。

㈱ワールド流通センター 997,000千円

計 997,000千円
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(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１ ※１　特別損失のその他は、事業改善に伴う資産移設

費用28,510千円であります。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借
対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 3,326,822千円

預入期間が３か月超の定期預金 △ 230,000千円

現金及び現金同等物 3,096,822千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 28,910,000

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 10,414

　

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 173,397 6.00平成20年３月31日 平成20年６月27日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(リース取引関係)

当第１四半期連結会計（累計）期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

既存分のリース取引で所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法

に準じて処理を行っておりますが、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末

に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。

　

(有価証券関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成20年６月30日)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動

がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成20年６月30日)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。

　

(ストック・オプション等関係)

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　
物流事業
(千円)

海運事業
(千円)

不動産事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

7,371,0502,889,072129,54810,389,671 ― 10,389,671

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

8,524 ─ 10,104 18,628(18,628) ―

計 7,379,5752,889,072139,65210,408,300(18,628)10,389,671

営業費用 6,908,5692,792,76345,2819,746,615304,51210,051,127

営業利益 471,00596,308 94,371661,685(323,140)338,544

(注) １　事業区分は、サービス（役務）の種類、原料・製品の輸送及び保管方法等により下記の事業区分にしておりま

す。

２　各区分の主な役務の内容

物流事業

 

役務の内容

 

鉄鋼・硝子・タイヤ等の港湾運送作業、倉庫作業、通関業務等、鉄

鋼・建材・セメント・タイヤ等の陸上貨物運送及び工場構内に

おける建材・硝子等の運搬作業等

海運事業 役務の内容 主としてセメント及び原料等の海上貨物輸送

不動産事業 役務の内容 不動産の賃貸、管理業務等

３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、当第１四半期連結累計期間322,156

千円であり、その主なものは提出会社本社及び連結子会社本社の総務部門・人事部門・管理部門等に係る費

用であります。

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　

(企業結合等関係)

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

　１株当たり純資産額 442.37円 　１株当たり純資産額 439.25円

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純利益 6.07円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 6.06円

(注)　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 175,530

普通株式に係る四半期純利益(千円) 175,530

普通株主に帰属しない金額(千円) ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 28,899

四半期純利益調整額(千円) ─

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数(千株)

61

普通株式増加数(千株) 61

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

─

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

東海運株式会社(E04329)

四半期報告書

28/29



独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月７日

東海運株式会社

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　大　　杉　　秀　　雄　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　西　　橋　　久 仁 子　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　清　　水　　芳　　彦　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東海

運株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間(平成

20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半

期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期

連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東海運株式会社及び連結子会社の平成20年６

月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四  

      半期報告書会社）が別途保管しております。

        ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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